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人吉市いじめ防止基本方針 
 

１ いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項 

(1) いじめの定義 

「いじめ」とは、「児童等(学校に在籍する児童又は生徒）に対して、当該

児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他

の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ

て行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の

苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わな

い。 

      けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生する場合もあるた

め、個々の行為が、いじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うこ

となく、いじめられた児童等の立場に立って行うものとする。 

 

ア 「いじめられた児童等の立場に立って」とは、いじめられたとする児

童生徒の気持ちを重視することである。 

 

イ  「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級又は

部活動の児童生徒や、塾・スポーツクラブ等当該児童生徒が関わってい

る仲間や集団（グループ）等、当該児童生徒間の何らかの人的関係を指

す。 

 

ウ  「物理的な影響」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、

隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味す

る。 

 

   具体的ないじめの態様は、以下のようなものが想定される。 

   ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

   ・仲間はずれ、集団による無視をされる 

   ・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

   ・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

   ・金品をたかられる 

   ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

   ・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

   ・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

 こうした「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認めら

れるものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害を生じるような深

刻なものが含まれる。 

 

  (2) いじめ問題に関する基本的認識 

      いじめについては、「どの子どもにも、どの学校においても起こり得る」も

のであることを十分認識するとともに、特に、以下の点を踏まえ、適切に対応

する必要があること。 

 



ア 「弱いものをいじめることは人間として絶対に許されない」との強

い認識を持つこと。 

どのような社会にあってもいじめは許されない、いじめる側が悪い

という明快な一事を毅然とした態度で行きわたらせる必要がある。い

じめは子どもの成長にとって必要な場合もあるという考えは認められ

ない。また、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめ

る行為と同様に許されない。 

 

イ いじめられている子どもの立場に立った親身の指導を行うこと。  

子どもの悩みを親身になって受け止め、子どもの発する危険信号を

あらゆる機会を捉えて鋭敏に感知するよう努める。自分のクラスや学

校に深刻ないじめ事件が発生し得るという危機意識を持つ。なお、い

じめの件数が少ないことのみをもって問題なしとすることは早計であ

る。 

 

ウ いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを有していること。 

いじめの問題の解決のために家庭が極めて重要な役割を担う。いじ

めの問題の基本的な考え方は、まず家庭が責任を持って徹底する必要

がある。家庭の深い愛情や精神的な支え、信頼に基づく厳しさ、親子の

会話や触れ合いの確保が重要である。 

 

エ いじめの問題は、教師の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題

であること。 

個性や差異を尊重する態度やその基礎となる価値観を育てる指導を

推進する。道徳教育、心の教育を通してかけがえのない生命、生きる

ことの素晴らしさや喜びなどについて指導することが必要である。 

 

オ  家庭・学校・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、

一体となって真剣に取り組むことが必要であること。  

いじめの解決に向けて関係者の全てがそれぞれの立場からその責務

を果たす必要がある。地域を挙げた取組も急務である。 

 

 

  (3) 人吉市の基本方針の内容 

      人吉市の基本方針は、いじめの問題への対策を本市総がかりで進め、いじめ

の防止、早期発見、いじめへの対処、地域や家庭・関係機関の連携等を、より

実効的なものにするための基本方針の策定や組織体制、いじめへの組織的な対

応、重大事態への対処等に関する具体的な内容、および運用を明らかにすると

ともに、これまでのいじめ対策の蓄積を生かしたいじめ防止対策等の取組を定

めるものである。 

      人吉市子ども・子育て基本条例では、「子どもの心身ともに健やかに生きる

権利が普遍的なものとして保障され、虐待、いじめ等によりそれが侵害される

ときは断固たる行動でこれを阻止し、子育て家庭が幸せを感じることができる

ように、地域社会全体が共に手を取り合って具体的に行動しなければならな



い。」としている。 

人吉市の基本方針実現のためには、学校、市、社会に法の意義を普及啓発し、

いじめに対する意識改革を喚起し、いじめ問題への正しい理解の浸透や、児童

生徒をきめ細かく見守る体制の整備、教職員の資質能力向上などを図り、これ

まで以上の意識改革の取組とその点検、その実現状況の継続的な検証が必要で

ある。 

 

２ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

 (1) いじめの未然防止に関する事項       

  ア いじめている児童生徒に対しては、出席停止等の措置を含めて、毅然とし

た指導をする。また、いじめられている児童生徒については、学校、教育委

員会が徹底して守り通すという姿勢を示す。    

   

イ 児童生徒一人一人を大切にする教職員の意識や日常的な態度を高める。            

 

ウ いじめが解決したと見られる場合でも、 教職員の気付かないところでも陰

湿ないじめが続いていることもあり得ることを認識し、継続して注意深く観

察し、適時性のある指導を行う。 

 

エ 法やルールを守る心や自他のプライバシーを大事にする心を育てる教育の

充実を図るため、県警察、地方法務局等関係機関との連携を図る。 

 

オ 「人吉市子どもを守る五つの宣言」の周知を積極的に行うとともに、情報

安全・情報モラルに関する指導の充実を図り、学校、家庭及び地域での話し

合いやルールづくりを支援する。 

 

 (2) いじめ及びその兆候の早期発見に関する事項 

  ア 各学校において、いじめに関する情報の窓口を一元化するため、情報集約

等に係る業務を担う担当者（以下「情報集約担当者」という）を最低１名置く

こと。 

 

    イ いじめは「どの子にも、どの学校でも起こり得る」問題であることを十分

認識し、学校等における相談体制を充実し、児童生徒の悩みを受け止める体

制を整備する。 

 

  ウ 「心のアンケート」、「子どものサイン発見チェックリスト（家庭用）」

等を活用し、いじめを早期に発見するための定期的な調査等を実施する。 

     

エ 教職員がいじめを発見し、又は相談を受けた場合、速やかに情報集約担当

者に報告され、組織的に対応することができるよう、教職員間の緊密な情報

交換や共通理解を図り、協力体制をつくる。 

 

 (3) いじめに関する事案への対処に関する事項  

    ア 事実関係の究明に当たっては、事実の把握を正確かつ迅速に行う。 

   



  イ  いじめが発生した場合は、学校だけで解決することなく、保護者等の訴え

に謙虚に耳を傾け、その上で関係者全員で取り組む。また、教育委員会と連

携して取り組む。 

 

 ウ いじめの行為が犯罪と思われる場合には、学校警察連絡協議会の申し合わ

せ事項に基づいて適時適切に相談を行うなど、警察との連携・協力体制の整

備に努める。 

 

 エ いじめに関して学校が把握した情報の記録（重大事態の調査を行う主体が

実施した調査記録、いじめの重大事態として取り扱う以前に法第 23 条第 2 項

の調査において学校の設置者及び学校が取得、作成した記録※を含む。）は、

当該児童生徒の卒業後少なくとも５年間保存すること。 

 

※ 学校が定期的に実施しているアンケート・個人面談の記録、いじめの通

報・相談内容の記録、児童生徒に対する聴き取り調査を行った際の記録等。

なお、教職員による手書きのメモの形式をとるものであっても、文書管理

規則の公文書（行政文書）に該当する場合があることにも留意すること。 

 

 オ 上記エの記録の廃棄については、「いじめの重大事態の調査に関するガイ

ドライン」（平成２９年３月、文部科学省）に則して、被害児童生徒・保護

者に説明の上、行うこと。また、個々の記録の保存については、当該いじめ

事案への対応状況及び被害児童生徒・保護者からの意見を踏まえ、保存期限

を改めて設定することもできること。 

 

 (4) 教育委員会及び学校と保護者、地域住民、関係機関、関係団体等との連携体

制の整備に関する事項            

学校におけるいじめの対策方針、指導計画等の情報については、日ごろから

家庭や地域に公表し、保護者や地域住民の理解を得られるように努める。 

 

 (5)  学校の取組の支援に関する事項 

人吉市は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第

１４条第１項の規定に基づき、「人吉市いじめ問題対策連絡協議会」（以下

「連絡協議会」という。）を設置する。その構成員は、八代児童相談所長、地

方法務局人吉支局長、人吉警察署長の他、市内小・中学校長、その他教育委員

会が必要と認める者とする。 

 

 

 (6)  学校がいじめ対策を実施する際に留意すべき事項 

   各学校は、国の基本方針及び、県あるいは市が策定する地域基本方針を参考

にして、自らの学校におけるいじめの防止等の取組について、基本的な方向や、

取組の内容等を「学校いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」という。）

として定める。 

学校基本方針は、いじめの防止のための取組、早期発見・早期対応の在り

方、教育相談体制、生徒指導体制、校内研修等、いじめの防止等全体に係る内

容であることが必要である。その具体的な内容として、いじめの防止の観点か



らは、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組が体系的

・計画的に行われるよう、包括的な取組の方針を定め、その具体的な指導内容

のプログラム化を図ることなどが考えられる。 

      また、校内研修等、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る取組

や、いじめの早期発見・いじめへの対処に関する取組方法等を具体的に定める

とともに、これらを徹底するために、「チェックリストを作成・共有して全教

職員で実施する」などの具体的な取組や、これらに関する年間を通じた取組計

画を定めることなどが考えられる。 

加えて、より実効性の高い取組を維持するため、学校基本方針の記載内容

が、当該学校の実情を照らして適切に機能しているかをいじめ防止対策推進法

第２２条の組織を中心に点検し、必要に応じて見直す、というＰＤＣＡサイク

ルを予め学校基本方針に盛り込んでおくことが望ましい。 

   また、学校基本方針を策定するに当たっては、方針を検討する段階から保護

者等地域の方の参画を求め、地域を巻き込んだ学校基本方針になるよう配慮す

ることが、学校基本方針策定後、学校の取組を円滑に進めていくうえでも有効

である。また、児童生徒とともに学校全体でいじめの防止等に取り組む観点か

ら、学校基本方針の策定に際し、児童生徒の意見を取り入れるなど、いじめの

防止等について児童生徒の主体的かつ積極的な参加が重要である。 

   さらに、策定した学校基本方針については、学校のホームページ等で公開す

る。 

 

 (7) 重大事態への対処 

    ア 人吉市教育委員会又は人吉市立小中学校による調査 

     (ア) 重大事態の意味について 

いじめ防止対策推進法第２８条第１号の「生命・心身又は財産に重大な

被害」については、以下に示す項目等、いじめを受ける児童生徒の状況に

着目して判断する。 

 

①  児童生徒が自殺を企図した場合 

② 身体に重大な傷害を負った場合 

③ 金品等に重大な被害を被った場合 

        ④ 精神性の疾患を発症した場合 

 

いじめ防止対策推進法第２８条第２号の「相当の期間」については、不

登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とするが、児童生徒が一定期間、

連続して欠席している場合には、上記目安にかかわらず、人吉市教育委員

会又は学校の判断により、迅速に調査に着手する必要がある。 

    

 (イ) 重大事態の報告、調査の趣旨及び調査主体について 

         学校は、重大事態が発生した場合、人吉市教育委員会を通じて、市長へ

事態発生について報告するとともに、調査組織を設置し、速やかに調査等

の措置を講ずる。その際、人吉市教育委員会は調査を実施する学校に対し

て必要な指導、また、人的措置も含めた適切な支援を行い、学校と一体と



なって調査する。 

      

(ウ) 調査を行うための組織について 

学校が設置する調査組織は、いじめ防止対策推進法第２２条の規定に基

づき学校に必ず置くこととされている「いじめの防止等の対策のための組

織」を母体として、当該重大事態の性質や態様に応じて適切な専門家を加

えることとする。 

  

   イ 調査結果の提供及び報告 

        (ア) いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する

責任 

学校の設置者又は学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対し

て、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏ま

え、調査により明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童生

徒やその保護者に対して説明する。これらの情報の提供に当たっては、他

の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分

配慮し、適切に提供する。 

 

     (イ) 調査結果の報告 

調査結果については、人吉市教育委員会を通じて市長に報告する。 

   

  ウ  調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置 

(ア) 再調査 

報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事

態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、いじめ防

止対策推進法第３０条第２項の附属機関として「人吉市いじめ調査委員会」

(以下「調査委員会」という。)を設置し、再調査を行う。その委員は、法

律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経験その他のいじめ

に関する調査審議を行うために必要な知識経験を有する者のうちから、市

長が委嘱する。 

再調査についても、調査委員会は、いじめを受けた児童生徒及びその保

護者に対して情報を適切に提供する責任があるものと認識し、適時・適切

な方法で、調査の進捗状況等及び調査結果を説明する。 

 

  (8) いじめ対策の実施の状況の評価に関する事項 

いじめの防止等に関する県の施策や学校の施策、重大事態への対処等、人

吉市の基本方針に適切に機能しているかどうかについて定期的に点検・評価

を行い、必要に応じて見直しを行うなど、必要な措置を講じる。   

 

３  その他いじめ対策の実施に関する重要事項 

人吉市は、人吉市立小中学校における学校基本方針及び人吉市におけるいじめ

の防止に関する基本方針を公表する。 

 



関係法規等 

 

○いじめ防止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号） 

 

○いじめの防止等のための基本的な方針（平成 25 年 10 月 11 日 文部科学大臣決

定） 

 （最終改定 平成 29 年 3 月 14 日） 

 

○熊本県いじめ防止基本方針（令和 2 年 11 月 24 日） 

 

○人吉市子ども・子育て基本条例（平成 25 年 12 月 25 日 条例第 52 号） 

 

○人吉市いじめ調査委員会設置条例（平成 26 年 9 月 25 日 条例第 31 号） 

 

○人吉市いじめ問題対策連絡協議会設置条例（平成 26 年 9 月 25 日 条例第 32 号） 

 

○ネット世代の子どもたちに対応したいじめの防止等の取組の在り方について 

（熊本県いじめ防止対策審議会答申 平成 27 年 3 月 19 日） 

 

○いじめの重大事態の調査に関するガイドライン 

（平成 29 年 3 月 16 日 文部科学省策定） 


